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高 山 市 雪 ま た じ 基 本 方 針 
 

 

（目  的） 

第１ この基本方針は、市と市民が互いに協力し、市民ぐるみで秩序ある雪またじをはかるこ

とによって雪を克服し、明るく安全な冬期間の生活を確保することを目的とする。 

 

（市の責務） 

第２ 市は、この基本方針の目的を達成するため、雪に関する総合的かつ計画的な施策を実施

するものとする。 

 

２ 市は、前項の責務を実施するため、特に効率的な除雪体制の確立に努めるとともに、総合

的な除雪計画を作成し、その適確かつ円滑な実施を推進しなければならない。 

 

３ 市は、前項に規定する除雪計画の実施推進にあたっては、市民にその周知徹底をはかり、

市民の協力を確保するよう努めなければならない。 

 

（市民の責務） 

第３ 市民は、市または国・県が実施する雪に関する施策、特に除雪計画の推進に積極的に協

力するとともに、自らの雪は自らの責任と負担において処理するという基本原則を守り、交

通安全の確保を図り、市民福祉の増進に寄与するよう努めなければならない。 

 

２ 市民は、町内会等地域の自治組織を通じ、相互に協力し、地域の実情に応じて自主的な除

雪対策を実施するよう努めなければならない。 

 

３ 市民は、雪処理にあたっては、特に次のことを守らなければならない。 

 

一、道路における交通を妨害しないよう適切な措置を講ずること。 

 

二、河川、側溝等の流水に支障を及ぼさないよう適切な措置を講ずること。 

 

三、街路樹及び植栽にも支障を及ぼさないよう国県市等と協力し適切な措置を講ずること。 

 

（勧告及び禁止） 

第４ 市長は、除雪道路（市または国・県によって除雪される道路をいう。）に、雪が人為的

に放置され、著しく道路交通の妨害となるおそれがあると認めるとき、または河川、側溝等

への排雪方法が適切でないため、流水に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その雪

の処理について責任がある者に対し、必要な措置をとるよう勧告するものとする。 

 

２ 市長は、排雪により道路、河川、側溝等において、前項において規定する障害のおそれが

あると認めるときは、必要に応じて関係機関と協議し、区域及び日時を定め、排雪を禁止す

るものとする。 

 

３ 市長は、排雪及び排雪行為等により、建造物及び構築物等が破損のおそれがあると認める

とき、または危険が生じると認めるときは区域及び日時を定め、排雪を禁止するものとす

る。 
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高  山  市  除  雪  計  画  

 

 

１．目的 

この計画は、「高山市雪またじ基本方針」及び「高山市地域防災計画」に基づき、

冬期間の道路交通の確保について市民の積極的な協力を得ながら効果的な除雪及び路

面凍結対策等を実施することにより、市民生活の安全安心を図ることを目的とする。 

 

２．市道除雪 

（１）除雪体制 

積雪深と気象状況により、次のとおり対策本部を設置する。 

体制種別 本部種別 
（名称） 

設置基準 本部長 副本部長 構成部署 

平常体制 
除雪対策 

本  部 
降雪期に設置 建 設 部 長 維 持 課 長 

市長公室 

建設部 

その他必要な部 

警戒体制 
雪害対策 

本  部 

指定積雪観測所の

1 / 2以上が警戒積雪

深（次頁に記載）

に達した場合、ま

たは気象状況、降

雪状況により必要

と認められる場合

に設置 

副 市 長 

市長公室長 

 

建 設 部 長 

 

各 支 所 長 

市長公室 

総合政策部 

総務部 

建設部 

教育部 

消防部 

各支部 

その他必要な部 

緊急体制 
豪雪対策 

本  部 

いずれかの指定積

雪観測所における

積雪が警戒積雪深

（次頁に記載）の

1 . 5倍以上に達した

場合、または気象

状況、降雪状況に

より必要と認めら

れる場合に設置 

市 長 

副 市 長 
 
 
 

教 育 長 

市長公室 

総合政策部 

総務部 

財務部 

市民活動部 

福祉部 

市民保健部 

森林･環境政策部 

農政部 

商工労働部 

飛騨高山 

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ戦略部 

建設部 

都市政策部 

水道部 

会計部 

議会部 

教育部 

消防部 

各支部 

特別体制 高山市豪雪災害対策本部設置判定基準（資料No.3）による 

 ※構成部署の名称は、高山市地域防災計画「第１章 総則、第５節 防災組織」の 

「３ 高山市災害対策本部の系統及び編成」による。 
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（２）指定積雪観測所 

積雪状況を把握するため、次のとおり観測所を設ける。 

№ 指定積雪観測所名 観 測 地 点 警戒積雪深 

１ 高山地域観測所 高山市役所  ６０cm 

２ 丹生川地域観測所 丹生川支所  ６０cm 

３ 清見地域観測所 清見支所  ９０cm 

４ 荘川地域観測所 荘川支所 １５０cm 

５ 一之宮地域観測所 一之宮支所  ６０cm 

６ 久々野地域観測所 久々野支所  ６０cm 

７ 朝日地域観測所 朝日支所  ６０cm 

８ 高根地域観測所 高根支所  ９０cm 

９ 国府地域観測所 国府支所  ６０cm 

１０ 上宝地域観測所 上宝支所 １５０cm 

 

  ※積雪深とは、観測地点に自然に積もった雪の深さをいう。 
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（３）豪雪対策本部設置時（緊急体制時）の組織体制と分担任務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市
議
会
雪
害
対
策
本
部
長
（
議
長
） 

（
副
議
長
・
各
常
任
委
員
長
） 

市
議
会
雪
害
対
策
副
本
部
長 １ 農務関係の災害対策及び復旧に関すること 

２ 畜産関係の災害対策及び復旧に関すること 

 

本
部
員
会
議 

豪
雪
対
策
本
部
長
（
市
長
） 

１ 災害対策用物資の確保に関すること 

２ 融資・資金対策に関すること 

（
副
市
長
・
教
育
長) 

豪
雪
対
策
副
本
部
長 

１ 豪雪対策本部の設置並びに廃止及び庶務に関すること 

２ 災害応急対策全般の調整に関すること 

３ 国・県等関係機関との連絡調整に関すること 

４ 各種情報の収集に関すること 

５ 災害時の物価安定に関すること 

６ 報道機関との連絡調整及び災害広報に関すること 

飛騨高山ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ 

戦略部長 

(飛騨高山ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ戦略部) 

１ 観光施設の災害予防及び復旧に関すること 

２ 観光客の安全確保及び帰宅困難者対応に関すること 

 

１ し尿の収集及び終末処理に関すること 

２ 送配水の応急措置及び被災地の応急給水に関すること 

３ 飲料水の確保に関すること 

１ 救急及び救出救助に関すること 

２ 消防施設の雪害対策・消防水利の確保に関すること 

１ 避難所を開設・運営することの協力に関すること 

２ 町内会・まちづくり協議会との連絡調整に関すること 
市民活動部長 

（市民活動部） 

１ 災害応急関係経費の支払いに関すること 

１ 市議会関係の連絡調整に関すること 

１ 教育関係全般の連絡調整に関すること 

２ 通学路の確保に関すること 

３ 児童生徒の安全対策に関すること 

会計管理者 

（会計部） 

教育委員会事務局長 

（教育部） 

１ 災害応急対策にかかる財政措置に関すること 

２ 災害応急対策にかかる工事等の契約事務に関すること 

３ 被害状況のとりまとめに関すること 

＊各支部（支所）の分担任務は、それぞれの支部の管轄区域

に対して本部（本庁）の指示に基づき行うものとする。 

１ 職員の動員配置及び各部の配置調整に関すること 

２ 災害に伴う情報処理に関すること 

１ 雪またじの推進に関すること 

２ 除雪等の協力に関すること 

１ 被災者の援助、保護等の計画及び実施に関すること 

２ 要配慮者の除排雪対策に関すること 

３ 避難行動要支援者に関すること 

４ 幼児児童、入所者等の安全対策に関すること 

５ その他被災者の福祉に関すること 

１ 被災者の保健及び相談に関すること 

２ 直営診療所における被災者の医療に関すること 

１ 災害時における清掃及び廃棄物の処理に関すること 

２ 林務関係の災害対策及び復旧に関すること 

商工労働部長 

（商工労働部） 

総合政策部長 

（総合政策部） 

水道部長 

（水道部） 

１ 災害広報のうち、避難情報等の情報伝達に関すること 

２ 各部、支部との連絡調整に関すること 

１ 公営住宅等施設の災害予防及び復旧に関すること 

２ 宅地相談その他二次災害の予防に関すること 

総務部長 

（総務部） 

福祉部長 

（福祉部） 

農政部長 

（農政部） 

市民保健部長 
（市民保健部） 

森林･環境政策部長 

(森林･環境政策部) 

１ 道路除雪に関すること 

２ 除雪等に伴う交通安全対策に関すること 

３ 雪捨場の指定・管理・パトロールに関すること 

４ 土木施設等の災害対策に関すること 

５ 交通不能箇所の調査及び対策に関すること 

財務部長 

（財務部） 

建設部長 

（建設部） 

雪
ま
た
じ
推
進
地
区
代
表 

（
各
地
区
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
長
） 

雪
ま
た
じ
推
進
員
（
町
内
会
長
） 

消防長 

（消防部） 

都市政策部長 

（都市政策部） 

議会事務局長 

（議会部） 

市長公室長 

（市長公室） 
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（４）本部、支部と町内会、各地区まちづくり協議会の情報連絡ならびに協力 

①本部、支部と町内会、各地区まちづくり協議会は、相互協力のもと除雪計画の推進

を図るものとする。 

②本部、支部への連絡等は、町内会長、各地区まちづくり協議会長を通じて行うもの

とする。 

③情報連絡は、適確かつ迅速に行うものとする。 

 

【本部、支部と町内会、まちづくり協議会の連絡系統図】

 
 

（５）道路除雪実施区分 

国 土 交 通 省 
中部縦貫自動車道 

一般国道のうち、直轄指定区間 

中日本高速道路㈱ 東海北陸自動車道 

岐 阜 県 
国土交通省が管理する以外の一般国道及び 

県道のうち、道路除雪実施計画書で定める道路 

高 山 市 市が管理する道路のうち、除雪計画で定める道路 

 

 

（６）令和５年度高山市除雪延長 

幹 線 道 路 ３２８ｋｍ 

準幹線道路 １８８ｋｍ 

生 活 道 路 ４３４ｋｍ 

歩 道 ７９ｋｍ 

  

本部(本庁) 支部（支所） 

町
内
会
長 

各
地
区
ま
ち
づ
く
り 

協
議
会
長 

町
内
会
長 

各
地
区
ま
ち
づ
く
り 

協
議
会
長 
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（７）除雪出動基準 

①車道 

 1)平常除雪 ・積雪深が１０ｃｍ以上となったとき。 

ただし、通勤・通学時間帯など交通混雑時は作業時間に配慮する。 

 2)路面整正 ・気温低下、気温上昇、降雨等の気象条件や車両による轍掘れ等により

路面状況が悪化し、通行に支障を及ぼすとき。 

 3)拡幅除雪 ・平常除雪、路面整正により路側に寄せられた雪で道路が狭くなり、通

行に支障を及ぼすとき。 

 4)拡幅排雪 ・平常除雪、路面整正、拡幅除雪により路側に雪を寄せる場所が無くな

り、以降の平常除雪等に支障を及ぼすとき。 

 5)路面排雪 ・気温低下、気温上昇、降雨等の気象条件により路面状況が著しく悪化

し、車輌等の通行に危険（圧雪により大きな段差が生じる、急激に緩

んだ氷雪によって多数の車両がスタックするなど）が及ぶとき。ただ

し、緊急時（豪雪対策本部設置後）に行うことを基本とする。 

 

②歩道 

 1)平常除雪 ・積雪深が１０ｃｍ以上となったとき。 

ただし、通勤・通学時間帯など交通混雑時は作業時間に配慮する。 

 2)拡幅除雪 ・平常除雪により路側に寄せられた雪で歩道が狭くなり、通行に支障を

及ぼすとき。 

 

③凍結防止剤散布 

  路面の凍結、又は圧雪により、通行に支障を及ぼすとき。 

 

（８）除雪する市道 

以下に該当し、機械による除雪が可能な市道を除雪する。 

車道は、①幹線道路、②準幹線道路、③生活道路の順で除雪を行うことを基本とす

る。ただし、緊急時（豪雪対策本部設置後）にあっては、国道・県道を連結する等、

早期に通行を確保する必要のある幹線道路について重点的に除雪を行う。 

なお、道路幅員等により除雪ができない市道の除雪は、市民の協力のもと実施する。 

 

①幹線道路 

1) 都市計画決定された道路で計画どおり集落と集落が結ばれている区間 

ただし都市計画決定されている道路が未改良の場合は、これに代わる道路の必要

な区間 

2) 主要集落を連結する道路 

3) 主要集落と主要公益施設等（幼稚園・保育園、小・中学校、高等学校、官公庁施

設等）を連結する道路 

4) 定期バス、スクールバス等の路線 

5) 橋梁で幹線道路を連結するおおむね２００ｍ以上の間隔で配置された道路 

 

②準幹線道路 

1) 集落を連結する道路 

2) 集落と主要公益施設等を連結する道路 

3) 幹線道路で一方通行の場合は、その迂回路 

4) 学校長の指定による通学路 
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③生活道路  

日常的な生活のために交通を確保する必要がある道路で、幹線道路及び準幹線道

路以外の道路 

 

④上記の市道に併設されている歩道 

 

（９）作業方法 

作業は「除雪出動基準」に従い、担当路線の除雪作業がより効率的に行えるよう作

業手順、使用機械等を熟慮し、計画的な作業に努めるものとする。 

日照や気温の上昇が見込まれる場合（２月以降が目安）の除雪出動については、気

象予測等に基づき市が判断し、出動を指示する方法に切り替えることがある。 

路面整正・拡幅除雪及び拡幅排雪、路面排雪は市の指示により行うものとする。 

平常除雪により路側に寄せられた雪の処理は市民に協力を求めるものとする。 

 

①幹線道路 

午前７時を目処に、夜間から早朝にかけて作業を行う。 

ただし、積雪深が１０ｃｍに達するのが早朝である等、午前７時までに作業を終

えることが困難な場合は、大きな交通渋滞を起こさないよう配慮し、混雑時を避け

た時間帯に引き続き作業を行う。 

交通量が多く、昼間の作業が困難な道路にあっては、帰宅混雑時を避けた時間帯

等に作業を行う。 

 

②準幹線道路 

幹線道路終了後、除雪を行うことを基本とする。 

 

③生活道路 

幹線道路及び準幹線道路終了後、除雪を行うことを基本とする。 

 

④歩道 

午前７時を目処に、夜間から早朝にかけて作業を行う。 

ただし、積雪深が１０ｃｍに達するのが早朝である等、午前７時までに作業を終

えることが困難な場合は、通学児童・生徒等歩行者の安全に配慮し、混雑時を避け

た時間帯に引き続き作業を行う。 
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３．雪捨て場の設置 

（１）利用時間 

午前８時から午後５時まで 

 

（２）利用にあたってのルール 

・利用時間を守ること。 

・家庭ごみや土砂など、雪以外のものを捨てないこと。 

・道路にはみ出さないように捨てること。 

・利用時は、付近のガードレールや街路灯などに注意すること。 

 

※ダンプトラック等による排雪は、下記の指定された雪捨て場以外では 

行なわないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川上川 太平橋上流区域 
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４．電柱、電線の異状等を発見した場合の連絡先 

（１）中部電力パワーグリッド(株) 

℡ ０１２０－９８５２３２ 

 

（２）(株)ＮＴＴフィールドテクノ 東海支店 岐阜営業所 

 高山フィールドサービスセンター 

℡ １１３（固定電話からの連絡先） 

℡ ０１２０－４４４－１１３（携帯電話、ＰＨＳからの連絡先） 

 

 

５．自己所有地の除雪、雪下ろし等についての問い合わせ先 

（１）業者委託（有料）する場合の問い合わせ先 

地域名 問い合わせ先 電話番号 

高山地域 高山商工会議所 ０５７７－３２－０３８０ 

清見、荘川、一之宮地域 高山西商工会 ０５７７－５３－３１１２ 

久々野、朝日、高根地域 高山南商工会 ０５７７－５２－３４６０ 

丹生川、国府、上宝、 

奥飛騨温泉郷地域 
高山北商工会 ０５７７－７２－４１３０ 

 

 

６．道路除雪についての問い合わせ先 

路線名 問い合わせ先 電話番号 

中部縦貫自動車道 

国道４１号 

国土交通省 

高山国道事務所 
０５７７－３６－３８１１ 

国道４１号以外の国道 

県道 

高山土木事務所 ０５７７－３３－１１１１ 

古川土木事務所 
(国府､上宝､奥飛騨温泉郷) 

０５７７－７３－２９１１ 

市道 
市役所維持課 

各支所基盤産業課 

維持課 0577-35-3340 

丹生川 0577-78-1111 

清見  0577-68-2211 

荘川  05769-2-2211 

一之宮 0577-53-2211 

久々野 0577-52-3111 

朝日  0577-55-3311 

高根  0577-59-2211 

国府  0577-72-3111 

上宝  0578-86-2111 
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資料№１ 

 

 

災害対策本部設置法体系 
 

 

 

第３章第１項第１節に定めるところにより、高山市災害対策本部を設置する。 

（雪害の組織については「高山市除雪計画」に基づくものとする。） 

○高山市除雪計画に定める体制（Ｐ２参照） 

・平常体制（除雪対策本部） 

・警戒体制（雪害対策本部） 

・緊急体制（豪雪対策本部）  

・特別体制（豪雪災害対策本部）※災害対策基本法第２３条の２による 

 

 

 

市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防

災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定める

ところにより、災害対策本部を設置することができる。 

 

【一般的な設置基準】 

１ 気象業務法に基づく暴風、大雨、洪水、大雪、暴風雪、土砂災害警戒のうち、いずれか

の警報が発表された場合で、市長が必要と認めた時。 

２ 暴風、大雨、洪水、大雪、暴風雪、土砂災害等による災害の発生が予想される場合、ま

たは発生した場合で、市長が必要と認めた時。 

高山市地域防災計画 

災害対策基本法（第２３条の２） 
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資料№２ 

 

 

除雪対策の体系 
 

 

体  制 体  制 

災害対策基本法 岐阜県地域防災計画 

高山市地域防災計画 

災害救助法第２条 

準備体制 

警戒体制 

非常体制 

救助体制 

特別体制 

高山市除雪計画 

平常体制 

（除雪対策本部） 

（） 
警戒体制 

（雪害対策本部） 

緊急体制 

（豪雪対策本部） 

特別体制 

（豪雪災害対策本部） 
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資料№３ 

 

 

高山市豪雪災害対策本部設置判定基準 
 

 

高山市除雪計画に定める緊急体制（豪雪対策本部）から特別体制（豪雪災害対策本部）へ

の切り替えは、次により判定する。 

 

 

１ 指定積雪観測所の１/２以上の積雪深が各警戒積雪深の１．５倍を大幅に超えた場合。 

 

２ 指定積雪観測所の日降雪量の連続２日合計値が７０ｃｍ以上または、連続３日合計値が

９０ｃｍ以上程度の集中的な降雪があった場合。 

 

３ 積雪深・降雪量は１及び２の状態に達しないが、主要道路の不通等により食料品が不足

する等、日常生活の維持が困難となった地域が発生、あるいは雪崩による住家倒壊のおそ

れがある等の場合。 

 

４ 前各号に定める事態のほか、社会秩序の維持・保全のため緊急な公的介助の必要が認め

られる場合。 

 

５ 本部長（市長）が必要と認めたときは、現地豪雪災害対策本部を設置する。この場合、

現地本部長は、本部長が任命し、副本部長は部長又は支部長等とする。 

 

 

 

 

緊急体制 

（高山市豪雪対策本部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別体制 

（高山市豪雪災害対策本部） 

 

 

 

 
※警戒積雪深とは、警戒体制や緊急体制に移行する基準として市が独自に定めた積雪深で、 

指定積雪観測所における毎年の積雪の深さの最大値の累年平均（最近５ヵ年以上の間に 

おける平均をいう）、及び地域の状況等を勘案して定めたもの。 

 

高山市豪雪災害対策 

本部設置判定基準 

 

災害救助運用基準 
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資料№４ 
 

災害救助運用基準 
 

（目的） 

第１ この基準は、災害対策に際して市が応急に必要な救助を行ない、災害にかかった者の

保護を図ることを目的とする。 

 

（救助の実施要件） 

第２ この基準による救助は、災害救助法が適用されない災害であって次に定める程度の災

害が発生した場合で、当該災害にかかり現に救助を必要とする者に対して行うものとする。 

(１)住家の滅失が災害救助法適用基準による滅失世帯数の２０％に達した場合または、こ 

れに相当する被害が予想され、市長が必要と認めた場合。 

(２)多数の者が生命又は身体に危害を受け又は、受けるおそれが生じた場合。 

２ 前項に定める住家の滅失世帯の算定は、半壊又は半焼世帯２世帯をもって、床上浸水

又は土砂の堆積により一時的に居住出来なくなった世帯３世帯をもって、それぞれ住家

が滅失した世帯１世帯とみなす。 

 

（救助の種類） 

第３ 救助の種類は、次のとおりとする。 

(１) 避難所の設置 

(２) 炊き出しその他により食品の給与及び飲料水の供給 

(３) 被服・寝具その他生活必需品の貸与又は給与 

(４) 災害にかかった者の救出 

(５) 応急仮設住宅の応急修理 

(６) 災害にかかった住宅の応急修理 

(７) 障害物の除去 

 

（救助の程度・方法及び期間） 

第４ 救助の程度・方法及び期間は、災害救助法に基づき県知事が定める基準に準じて行う。 
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資料№５ 

 

高山市豪雪災害対策本部体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※高山市地域防災計画（一般対策編）「災害対策本部の組織体制と分担任務」に準ずる。 

 

本

部

員

会

議 

 

本部長 市長 

副本部長 
副市長 

教育長 

市長公室 市長公室長 

危機管理班 

秘書交流班 

広報公聴班 

総合政策部 総合政策部長 総合政策班 

総務部 総務部長 

総務班 

行政経営班 

監査委員班 

 
 

 
 

 
 

高
山
市
豪
雪
災
害
対
策
本
部 

 

財務部 財務部長 

財政班 

契約管財班 

税務班 

市民活動部 市民活動部長 

協働推進班 

生涯学習班 

スポーツ推進班 

福祉部 福祉部長 

福祉班 

子育て支援班 

高年介護班 

市民保健部 市民保健部長 

市民班 

健康推進班 

 

医療班 

森林・環境政策部 森林・環境政策部長 
環境政策班 

森林政策班 

農政部 農政部長 
農務班 

畜産班 

商工労働部 商工労働部長 商工振興班 

飛騨高山ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ

戦略部 

飛騨高山ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ戦略

部長 
観光班 

建設部 建設部長 
建設班 

維持班 

都市政策部 都市政策部長 
都市計画班 

建築住宅班 

水道部 水道部長 
上水道班 

下水道班 

会計部 会計管理者 会計班 

議会部 議会事務局長 議会班 

教育部 教育委員会事務局長 

教育総務班 

学校教育班 

 

文化財班 

消防部 消防長 
消防班 

消防団班 

各支部 各支所長 
地域振興班 

基盤産業班 
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資料№６ 

 

災害救助法 
 

（救助の対象）  

第２条 この法律による救助（以下「救助」という。）は、都道府県知事が、政令で定める

程度の災害が発生した市町村（特別区を含む。）の区域（地方自治法 （昭和２２年法律

第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区

若しくは総合区の区域とする。）内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要

とする者に対して、これを行う。  

 

 

災害救助法施行令 
 

（災害の程度）  

第１条  災害救助法（昭和２２年法律第１１８号。以下「法」という。）第２条に規定す

る政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。  

 

（１）当該市町村（特別区を含む。以下同じ。）の区域（地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の

区若しくは総合区の区域とする。以下同じ。）内の人口に応じそれぞれ別表第１に定

める数以上の世帯の住家が滅失したこと。  

 

（２）当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の

人口に応じそれぞれ別表第２に定める数以上の世帯の住家が滅失した場合であって、

当該市町村の区域内の人口に応じそれぞれ別表第３に定める数以上の世帯の住家が滅

失したこと。 

 

（３）当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の

人口に応じそれぞれ別表第４に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと又は当該災

害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする内閣府令

で定める特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したこと。  

 

（４）多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、

内閣府令で定める基準に該当すること。  

 

２ 前項第１号から第３号までに規定する住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、住

家が半壊し又は半焼する等著しく損傷した世帯は二世帯をもって、住家が床上浸水、土砂

の堆積等により一時的に居住することができない状態となった世帯は三世帯をもって、そ

れぞれ住家が滅失した一の世帯とみなす。  

 

○別表に定める数 

別表第１に定める数  市内で８０世帯以上の住家が滅失した場合 

別表第２に定める数 県内で２０００世帯の住家が滅失した場合で、市内で４０

世帯以上の住家が滅失した場合 別表第３に定める数 

別表第４に定める数 県内で９０００世帯以上の住家が滅失した場合 
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資料№７ 

高山市融雪装置整備基準 

 

１．趣  旨 

 豪雪地域である本市において、安全で安心して快適に住めるまちの整備を進める上で融雪対策は

重要な課題である。 

 しかし、近年の少子高齢化による人口減少や中心市街地における人口の空洞化問題が深刻であり、

冬期における「雪またじ」に協力していただける市民は年々減少しつつある中、市民からの除雪・

融雪への要望は、複雑・細分化しており、これら全てに対応することは困難であることから、融雪

装置の基本的な整備基準を定め、計画的な整備を進める必要がある。 

 

２．目  的 

 多様化する融雪方式の特性を考慮し、地域環境に応じた融雪施設を選定することで、より効率的

な融雪施設を整備し、良好な道路環境の確保を目的とする。 

 

３．基本方針 

 「自然エネルギー活用日本一」を目指す本市においては、第八次総合計画で重点プロジェクトの

主な取り組みで示す「自然エネルギーの活用」及び「低酸素社会の形成」を推進することから、高

山市新エネルギービジョンで対象とする「新エネルギー」を活用した、化石燃料に頼らない融雪施

設整備を選定し、環境への負荷低減を図ることを基本とする。 

 

４．整備基準 

次に掲げる基準を満たす市道において、整備を検討する。 

(１)融雪施設 

・凍結スリップ事故が多発する急坂路（縦断勾配６％以上） 

・日交通量 １５０台以上 

・バス路線及び通学路 

・自然・再生エネルギーが活用できる 

(２)定置式融雪剤散布装置 

・市道除雪の幹線・準幹線路線（縦断勾配６％以上） 

・日交通量 １５０台以上 

・路線バス・スクールバス路線又は日交通量１５００台以上 

・設置用地が確保可能な箇所 

 

５．融雪方法の選定 

融雪施設を選定するにあたっては、基本方針に基づき施設を選定する。（Ｐ１８参照） 



融雪装置　選定フロー図

融雪工法の選定

YYYYeeeessss NNNNoooo除雪計画に基づく除雪路線か？

道路勾配
６％以上か？

日交通量

１５０台以上か？

No

No

No

Yes

Yes

Yes

融雪施設を検討する

局部的融雪 NoYes

が活用できるか？

自然・再生エネルギー

Yes

自然・再生エネルギー

が活用できるか？

Yes

No

薬剤散布で周辺
影響はないか？

Yes

２ ３ ４ ５１

No

歩行者が多い

が有効か？

Yes

家屋等が近接

NoNo

を活用した融雪

装置を検討

融雪剤自動散布
装置を検討

湧水熱・温泉熱
を活用した融雪

装置を検討

地下水散水による
融雪装置を検討

消融雪・普通型側溝その他　特別に
設置すべき理由
があるか？

No

Yes

個別に意思決定

除雪路線として
見直し可能か？

Yes

No

地熱・下水熱※

※下水熱はその実効性を確認し

導入を検討する。

設置・工法を検討

個別に意思決定
設置・工法を検討

選定フロー図の※１へ
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バス路線・通学路又は

日交通量１５００台以上か？
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資料№８ 

高山市消融雪側溝・普通型側溝整備基準 

 

 

１．目的 

除排雪作業の効率化や労力の軽減、安全な歩行空間の確保のため消融雪側溝や普通型側溝整備の

基準を策定する。 

 

２．消融雪側溝設置基準 

市街地区域において、高齢化、空洞化に伴い雪またじに大変苦慮している状態である。流水があ

る側溝の修繕を行う際には効率よく雪またじが出来るように工法（形状）を検討するものとする。 

①整備の考え方 

消融雪側溝を整備するには諸条件が整わなければならないため、選定フロー図（Ｐ２２）によ

り検討する。 

②消融雪側溝整備留意点 

水の流れについては、高山市街地側溝・水路流水状況図のように確認しているが、季節による

水量変化や地域の事情があるため現場踏査以外に、沿線住民の聞き取りにより決定する。 

③整備基準 

(1)消融雪側溝は幅が広く深いことから安全確保のため蓋を設置する。 

(2)投雪口は１ｍとし、側溝蓋は鋼製グレーチング（３枚割１１０度開閉式）とする。 

(3)投雪口(鋼製グレーチング)の間隔は４ｍに１箇所とする。 

(4)消融雪側溝の幅は４００mm以上とする。 

 

消融雪側溝（グレーチング設置方法） 

【現在の整備】 

 

 

 

 

 

【新規の整備】（中心市街地、住宅の連たん率７０％以上） 

 

 

 

 

 

  

６ｍ 

４ｍ 

１ｍ 

ｍ 

１ｍ 

ｍ 

１ｍ 

ｍ 

１ｍ 

ｍ 
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３．流水がない箇所の側溝整備 

①整備基準 

(1)側溝に流水がない箇所は普通型側溝で整備する。 

(2)除排雪の軽減のため、通行や下流域に支障がない場合はサイズアップし施工する。 

(3)車両通行・歩行空間の安全確保の必要がある場合は蓋を設置する。 

(4)側溝蓋設置の場合、開口部はグレーチングを４ｍ毎に（０．５ｍの１１０度開閉式）設置する。 

(5)住宅がない箇所の開口部は従来どおり、グレーチングを５ｍ毎に（０．５ｍ）設置する。 

 

（ＰＵ型側溝）（グレーチング設置方法） 

【現在の整備】 

 

 

 

   

 

【新規の整備】 

 

 

 

 

 

 

（ＶＳ型側溝）（グレーチング設置方法） 

【現在の整備】 

 

 

 

 

 

 

【新規の整備】 

 

 

 

 

 

 

５ｍ 

４ｍ 

０.５ｍ 

ｍ 

５ｍ 

４ｍ 

０.５ｍ 

ｍ 

０.５ｍ 

ｍ 

０.５ｍ 

ｍ 

０.５ｍ 

ｍ 

０.５ｍ 

ｍ 

０.５ｍ 

ｍ 

０.５ｍ 

ｍ 
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４．側溝サイズアップの考え方 

①路面の排水に用いる側溝の最小断面は流量計算にかかわらず、原則、幅３００mm以上、深さ

３００mm以上とする。 

②周囲に排雪場所がなく、断面を大きくしても下流域で用排水機能に支障が出ない場合は側溝

断面をサイズアップし除排雪の軽減を図る。 

 

５．側溝蓋設置の考え方 

①町並み保存地域の景観に配慮を要する（水を見せる）箇所等については景観町並保全計画に

基づく方法で実施する。 

②歩行者の転落事故防止のため、通行の安全性や除雪状況を十分考慮し、路線ごとに検討を行

う。 



除雪を優先する幹線道か？

側溝整備済か？

側溝の流水を見せる

（伝建地区等）
必要があるか？

下である。

　安定した水量の確保がで

　中心市街地または、現地

　側溝の勾配が概ね２％以

　水田利用の側溝ではない。

景観に配慮したもの

とし、原則現状より

出来る限り大きくし

（側溝蓋については

１ ２ ３ ４ ５

蓋蓋蓋蓋をををを設設設設置置置置ししししなななないいいい 消消消消融融融融雪雪雪雪側側側側溝溝溝溝でででで整整整整備備備備

除排雪のための側溝

蓋蓋蓋蓋をををを設設設設置置置置ししししなななないいいい 除除除除排排排排雪雪雪雪軽軽軽軽減減減減ののののたたたためめめめ原原原原
則則則則、、、、側側側側溝溝溝溝断断断断面面面面ののののササササイイイイ

ズズズズアアアアッッッッププププをををを行行行行いいいい蓋蓋蓋蓋をををを
設設設設置置置置すすすするるるる。。。。　　　　　　　　　　　　　　　　
（（（（４４４４ｍｍｍｍ毎毎毎毎にににに0000....5555ｍｍｍｍのののの111111110000°°°°開開開開閉閉閉閉
式式式式をををを設設設設置置置置すすすするるるる。。。。住住住住宅宅宅宅がががが無無無無いいいい
箇箇箇箇所所所所はははは５５５５ｍｍｍｍ毎毎毎毎ににににググググレレレレーーーーチチチチンンンン
ググググをををを設設設設置置置置すすすするるるる））））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

断面サイズアップ。

（ＰＵ型・ＶＳ型側溝等）

普普普普通通通通型型型型側側側側溝溝溝溝でででで整整整整備備備備

流水がある。

中心市街地または住宅連

自動車交通が可能な

断面を大きくしても排水
機能に支障が出ない。

付などに問題がない。

ではない。

側溝断面のサイズアップに

が確保できるか？
安全な通行の幅員

路肩・車道幅員基準
幅員合計が６ｍ以上か？

路肩＝片側１ｍ以上

車道＝４ｍ以上

１ｍ×２＝２ｍ

近くに排雪場

がある。YYYYeeeessss

　水深が深くなることにより水路の取

　雪詰まりによる溢水が頻繁する地域

No

上記いずれにも該当する
場合　　　　　　　　　

地・駐車場の接道率）　

※開口部の蓋設置について
は地域の意向を取り入れる

消消消消融融融融雪雪雪雪・・・・普普普普通通通通型型型型側側側側溝溝溝溝　　　　選選選選定定定定フフフフロロロローーーー図図図図

側側側側溝溝溝溝のののの選選選選定定定定

YYYYeeeessss

YYYYeeeessss

YYYYeeeessss

YYYYeeeessss

YYYYeeeessss

YYYYeeeessss

YYYYeeeessss

YYYYeeeessss

YYYYeeeessss

NNNNoooo

NNNNoooo

NNNNoooo

NNNNoooo

NNNNoooo
NNNNoooo

NNNNoooo

NNNNoooo

NNNNoooo

NNNNoooo

Yes

当面整備しない

施する。　　　　　　　
は計画に基づく方法で実

老朽・断面不足

消融雪側溝

簡易消融雪施設

整備済水路

※バリアフリー計画路線

※１
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の住宅連たん率が７０％以
上である。

たん率が５０％以上か？

道路（３．０ｍ以上）

ｍ程度確保できる。
より安全な歩行空間１．５

きる。

除排雪を考慮した設

計とする）　　

（４ｍ毎に０．５ｍの１１０°
開閉式を設置する。住宅が
無い箇所は５ｍ毎にグレー
チングを設置する）　　　　　

最低断面(３００×
３００）または既設

断面相当で施工した
蓋を設置する。　　　　　　

※住宅の連たん率

（計画する道路沿線の宅

　計画側溝の水深が３～５
㎝程度に流量調整可能。



地域  番号  　業　　者　　名 郵便番号  　住　　　　所  代表者名 電　　話  備　考

1  ㈲あいだ造園 506-0818  江名子町３０２３－２ 間　賢一  ３３－３６１８  歩道

2  ㈱新井組 506-0851  大新町２丁目２０５-１０ 新井 裕輔  ３２－２８６３

3  ㈱アルプスサイン 高山営業所 506-0003  本母町６３ 亀谷 雪之介  ３４－１４３２ 歩道・凍結防止

4  ㈱石原建材 506-0824  片野町２丁目１８３－１ 石原 富貴  ３４－１７００  歩道

5  ㈱市川工務店 高山支店 506-0058  山田町１１３０－３ 村田　純二  ３２－１８１２ 凍結防止

6  井戸工業㈱ 506-0046  下之切町５８－５ 小出 貴博  ３４－７０４５

7  ㈱岩佐鐵工所 506-0053  昭和町３丁目７８－３ 岩佐 耕作  ３３－５５８８

8  ㈲岩滝建設 506-0814  滝町２７２－１ 兀尾　仁  ３１－１２２３  歩道

9  大山土木㈱ 506-0055  上岡本町３丁目４１０ 大山顕寿  ３２－１３３１

10  岡田組 506-0041  下切町４４４－２ 岡田 直人  ３３－７８７０

11  OHACO 506-0852  八幡町１４７-１ 荘村　傑  ５７－９７７７

12  ㈱Kazsin（カズシン） 506-0055  上岡本町１７５５－１８ 東　和彦  ３２－１０４９ 歩道

13  ㈱門造園土木 506-0046  下之切町１５５－３ 松井 良一  ３３－５０５４ 歩道

14  金子工業㈱ 高山支店 506-0009  花岡町３丁目８４－８ 朝田　茂秋  ３２－３００１

15  ㈱川上土建 506-0025  天満町２丁目２２－３ 川上 直樹  ３２－３９１５

16  ㈱技翔 506-0801  上野町１１９９－７２ 山下 学  ３６－５３００

17  ㈱金城技建 506-0051  中山町５０８ 小坂 永二  ３５－０７５１  歩道

18  ㈲光永 506-0034  松倉町２６３３－１ 山下 主税  ３６－２８４０  歩道

19  坂本設備工業㈱ 506-0001  冬頭町２７５－１ 坂本 智樹  ３４－５７０９

20  桜木建設㈱ 506-0031  西之一色町１丁目２７－４ 桜木　学  ３３－２２９７

21  ㈱サクラ建設 506-0825  石浦町６丁目４１６－１２ 天童 昌代  ３３－４０３０

22  沢田建設工業㈱ 506-0055  上岡本町８丁目３１２ 沢田 徹弘  ３５－０５７６

23  ㈱サンド開発 506-0035  新宮町２３１９－１ 砂田 達也  ３６－４５５８

24  ㈱サンロード 高山営業所 506-0043  中切町２７７－２ 住奥 香織  ７５－３９５０

25  ㈱嶋田建設 506-0058  山田町１６７－１ 阪下 克幸  ３３－００２５

26  ㈱シモダ道路 506-0818  江名子町３２００-８ 下田 徳彦  ３４－６６５６ 凍結防止

27  ㈱神高 高山営業所 506-0825  石浦町３丁目４９０ 丸草 哲也  ３３－０３６９  歩道

28  ㈱杉建 506-0054  岡本町１丁目９８－８ 杉本　哲也  ３４－４４００  歩道

29  大昌建設㈱ 506-0001  冬頭町７２９－１ 平林 博巳  ３３－９７８５  歩道

30  高橋建設㈱ 506-0031  西之一色町３丁目４５０－２ 高橋 厚生  ３３－６８００

31  ㈲高原建機 506-0005  七日町１丁目６０－１１ 高原 龍士  ３３－１７６７  歩道

32 高村建設㈱ 506-0052 下岡本町３０７２-５ 高村　正博  ３７－４０５８

33  (公社)高山市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 506-0823  森下町１丁目２０８ 大家 忠  ３２－８０９０ 凍結防止

34  ㈲高山代行運転組合 506-0807  初田町２丁目１１ 西本 健祐  ３７－２５６６

35  ㈱田川組 506-0807  三福寺町４５０－１ 東森 大樹  ３２－１９３７

36  ㈱テクノエコ 高山支店 506-0045  赤保木町３１３ 中屋 信仁  ３５－０８１５

37  ㈱トータルワーク錦 506-0035  新宮町４２８０－９２ 釜本 夕佳  ３６－１５５６

38  ㈲中家組 506-0815  岩井町４２７－２ 中家 宏之  ３１－１１２５

39  ㈲西本建設 506-0802  松之木町１２７０－３０ 西本　朋広  ３４－３０２８

40  のくび農産 506-0824  片野町３丁目２６１ 野首 和也  ３３－６４９２

41  ㈱林工務店 506-0053  江名子町３２４６－１１ 林　俊宏  ３４－０３４１

42  ㈱飛研 506-0035  新宮町３８４１－３ 山本 佳典  ３５－０１４５

43  飛高建設㈱ 506-0058  山田町１１３０－３ 蓑　好彦  ３６－２５２２

44  ㈱飛騨グリーン 506-0048  前原町４１４－１ 塚本　恵一  ３４－１４８１

45  ヒダ道路㈱ 506-0058  山田町２４９－４ 竹腰　喜久男  ３６－５５０７

46  ㈱平野重機 506-0802  松之木町９２４－１ 平野 久司  ３４－８００４  歩道

47  ㈱房村組 高山営業所 506-0058  山田町２４９－４ 小山 文男  ３６－３６０８  歩道

48  ㈱堀川組　 506-0102  清見町三日町４８１ 堀川 伸幸  ６８－２９１０

49  ㈲マウス技建 506-0801  上野町６７０－２ 根津 紳一郎  ３４－１２４３

50  ㈱鉞組 506-0811  松之木町１２７０－６２ 鉞　勇貴  ３２－８３１８ 凍結防止

51  ㈲丸勇建設 506-0818  江名子町３２１４－５ 緑川 寿夫  ３４－６３８２  歩道

52  宮本建材㈱ 506-0812  漆垣内町２４１‐２  宮本 篤  ３２－２４４９

53  ㈲森瓦店 506-0032  千島町３７６ 森　孝徳  ３３－００１８

54  ㈲屋敷フロンティア 506-2125  丹生川町細越１３８－１ 屋敷 祐一  ７８－１２７０

55  (同)ＴＭＲＰ 506-0001  冬頭町７６－１ 鈴木　愛友花  ３２－５０９６

令和５年度　車道除雪業者一覧表

高
山
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地域  番号  　業　　者　　名 郵便番号  　住　　　　所  代表者名 電　　話  備　考

令和５年度　車道除雪業者一覧表

1  飛騨高山森林組合 506-0102  清見町三日町187-1 唐谷 清司  ５７－７６７０

2  久手観光開発㈱ 506-2252  丹生川町久手４４６－１ 宮前　勝  ７９－２３２６

3  久手ブルドーザー組合 506-2252  丹生川町久手１７７ 大平 忠志  ７９－２０３５

4  ㈱タナカ技建 506-2134  丹生川町桐山８００－２ 田中 直樹  ７８－１２９７ 歩道

5  ㈲月出組 506-2123  丹生川町町方２０１７－１ 月出 可人  ７８－１００１

6  ㈲司興業 506-2106  丹生川町柏原２６５－１ 坂口 秀孝  ７８－２３５５

7  ㈱ワタセ 506-2117  丹生川町根方８９ 渡瀬 利幸  ７８－１５１０

8  ㈲西分土建 506-2115  丹生川町小野８６－３ 西分 靖史  ７９－２４３２

9  野口建設㈱ 506-2134  丹生川町桐山１４１－２ 野口 隆盛  ７８－１２３８

10  ㈱洞口工務店 506-2134  丹生川町桐山６７１ 洞口 良三  ７８－１５５５

11  ㈲北都総合開発 506-2121  丹生川町坊方１９５５ 西本　登  ７８－１６９７

12  道下建設㈱ 506-2133  丹生川町北方２２１４ 道下　毅  ７８－１１１８ 凍結防止

1  ㈲梅地土建 506-0101  清見町牧ケ洞４７６ 梅地 永祐  ６８－２６１４

2  ㈱垣源工業 506-0055  上岡本町8丁目４０９ 垣越 亮二  ３３－０３６８ 歩道［高山］

3  ㈲清高建設 506-0205  清見町夏厩４３－１ 岩高　勲  ６７－３１６８

4  ㈲橋詰設備 506-0102  清見町三日町６４３ 橋詰 哲也  ６８－２１０９ 歩道

5  ㈱堀川組 506-0102  清見町三日町４８１ 堀川 伸幸  ６８－２９１０

6  ㈱松葉組 506-0102  清見町三日町５１７ 松葉　悟  ６８－３１１３

1  ㈲奥美濃設備 501-5417  荘川町野々俣５７５ 三島 富士夫 ０５７６９－２－２４６０

2  橋本建設㈱ 501-5406  荘川町惣則２３２－１  橋本 伸一 ０５７６９－２－２０２０

3  森建設㈱ 501-5411  荘川町牧戸２５－１ 森　真由美 ０５７６９－２－３０００ 凍結防止

1  ㈲稲子土建 509-3505  一之宮町４３１９ 稲子 盛雄  ５３－２０２６

2  大江久生 509-3505  一之宮町３５９２－１ 大江 久生  ５３－２４４０

3  ㈲野口土建 509-3505  一之宮町４３２ 野口 哲夫  ５３－２１１６

4  水口音秀 509-3505  一之宮町７７８７－６ 水口 音秀  ５３－２５３７

5  ㈲山下土建 509-3505  一之宮町７９４－６ 山下 隆司  ５３－２１３２

6  一之宮工業㈲ 509-3505  一之宮町１０３０－２ 山下 晴永  ５３－２９１０ 歩道

7  ㈱小坂農園 509-3505  一之宮町７８７０ 小坂 正明  ５３－２８１９

1  ㈱青木組 509-3214  久々野町無数河１１１８ 青木 良明  ５２－２１０６

2  ㈲島田組 509-3205  久々野町久々野７３５ 島田 雅樹  ５２－２６３５

3  ㈲タニモト 509-3214  久々野町無数河１２４９－１ 谷本 富一  ５２－２５３０ 歩道

4  ナガイ㈱ 509-3203  久々野町柳島３２０ 村上　勉  ５２－２２３９ 凍結防止

5  ㈱長瀬土建 509-3205  久々野町久々野１５５９ 長瀬 雅彦  ５２－２２３３

6  ㈲山本商会 509-3214  久々野町無数河６２１－３６ 山本 茂樹  ５２－３１３１

7  ㈱WATANABE 509-3205  久々野町久々野２０７６－２ 渡辺 真治  ５２－２０２５

8  ㈲新井建設 509-3214  久々野町無数河５３９－１ 新井 正人  ５２－２０６３

9  ㈲ひだ桃源郷 509-3213  久々野町渚２６８５ 早川 重幸  ５２－４１００

10  ㈱アクト 509-3325  朝日町万石２４０ 中島 喬也  ５５－３３８１

11  ㈱小坂農園 509-3505  一之宮町７８７０ 小坂 正明  ５３－２８１９

1  ㈱アクト 509-3325  朝日町万石２４０ 中島　喬也  ５５－３３８１ 歩道・凍結防止

2  御嶽鈴蘭高原観光開発（株） 509-3314  朝日町西洞１６２８－１ 谷口　潤  ５７－２１１１ 凍結防止

3  ㈲フル永建設 509-3325  朝日町万石４９３－１ 古永 浩一  ５５－３１４８

4  丸美産業㈱ 509-3314  朝日町西洞１６０９－３８ 嶺木　一志  ５６－１００４

5  ㈱水口土建 509-3315  朝日町宮之前８１ 奥原 正一  ５６－１００５ 凍結防止

6  ㈱南組 509-3324  朝日町上ヶ見２４４ 南　賢太朗  ５５－３３３１ 凍結防止

7  (公社)高山市シルバー人材センター 506-0823  高山市森下町1丁目２０８ 大家　忠  ３２－８０９０ 凍結防止

1  ㈱小坂建設 509-3403  高根町日和田１１２８-２ 小坂　守  ５９－２０４７

2  ㈲中田土建 509-3403  高根町日和田１０８１－１ 中田 直太郎  ５９－２１５３ 凍結防止

3  日和田林産(有) 509-3403  高根町日和田７１０ 上田 榮勇  ５９－２４４７ 凍結防止
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1  ㈱石地組 509-4102  国府町八日町３８ 石地 隆幸  ７２－２２７７ 凍結防止

2  ㈱金子土建 509-4119  国府町広瀬町１１９５ 金子 忠士  ７２－３２８２ 凍結防止

3  川端土建㈱ 509-4112  国府町鶴巣７０７ 川端 泰弘  ７２－３３５８

4  ㈱グリーン 509-4105  国府町蓑輪３９２ 反中 義一  ７２－４１２６

5  駒田利廣 509-4122  国府町名張９４８ 駒田 利廣  ７２－２７０５

6  ㈱塩屋建設工業 509-4124  国府町村山４６５ 塩屋 秀典  ７２－４３３８

7  ㈲大門興業 509-4108  国府町東門前１４７ 大門 光明  ７２－３１６５

8  ヒダ道路（株） 509-4103  国府町宮地688 竹腰　喜久男  ７２－３８３９

9  建匠舎 509-4124  国府町村山594－6 石垣　幸一  ７２－４３６１

10  ㈱丸技巧 509-4124  国府町村山２８－１ 丸山 康治  ７２－４３４０

1  ㈱アルプスサイン  高山営業所 506-0003  本母町６３ 亀谷 雪之介  ３４－１４３２ 凍結防止

2  ㈲草円 506-1434  奥飛騨温泉郷福地831 坂下 修二 0578-89-1116

3  ㈱金岡建設 506-1424  奥飛騨温泉郷柏当545 浦　　潤 0578-89-2428

4  蒲田建設㈱ 506-1431  奥飛騨温泉郷村上３ 田丸 正則 0578-89-2453

5  ㈲下仲組 506-1317  上宝町本郷２６０２ 下仲 真幸 0578-86-2047 歩道

6  ㈱中林工務店 506-1432  奥飛騨温泉郷一重ヶ根200-321 中林 徹司 0578-89-2737

7  ㈲長岡造園土木 506-1314  上宝町蔵柱１４５１ 長岡　清 0578-86-2525

8  ㈲原田建材 506-1432  奥飛騨温泉郷一重ヶ根816-2 原田 眞喜重 0578-89-2174

9  ㈱ひらゆの森 506-1433  奥飛騨温泉郷平湯７６３－１ 山田　幸一 0578-89-3338

10  宝興建設㈱ 506-1313  上宝町在家１５３８ 上北 一久 0578-86-2150 歩道・凍結防止

11  美笠建設㈱ 506-1423  奥飛騨温泉郷栃尾38-1 内方 光一 0578-89-2450
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1  ㈲あいだ造園 506-0818  江名子町３０２３－２ 間　賢一  ３３－３６１８ 車道

2  ㈲愛樹園 506-0858  桜町１２５-２ 堀部　徹  ７０－１６３１

3  ㈱アルプスサイン 高山営業所 506-0003  本母町６３ 亀谷 雪之介  ３４－１４３２ 車道・凍結防止

4  ㈱石原建材 506-0824  片野町２丁目１８３－１ 石原 富貴  ３４－１７００ 車道

5  ㈲岩滝建設 506-0814  滝町２７２－１ 兀尾　仁  ３１－１２２３ 車道

6  桜花園 506-0046  下之切町７０１ 野中 憲治  ３３－８１６４

7  表造園 506-0043  中切町６９０ 表　茂春  ３３－６３６９

8  ㈱垣源工業 506-0055  上岡本町８丁目４０９ 垣越 亮二  ３３－０３６８ 車道［清見］

9  Kazsin（カズシン） 506-0055  上岡本町１７５５－１８ 東　和彦  ３２－１０４９ 車道

10  ㈱門造園土木 506-0046  下之切町１５５－３ 松井 良一  ３３－５０５４ 車道

11  ㈱金城技建 506-0051  中山町５０８ 小坂 永二  ３５－０７５１ 車道

12  ㈱蜘手製材所 506-0824  片野町３丁目５４ 倉林 雅人  ３３－３０００

13  ㈲光永 506-0034  松倉町２６３３－１ 山下 主税  ３６－２８４０ 車道

14  ㈱神高 高山営業所 506-0825  石浦町３丁目４９０ 丸草 哲也  ３３－０３６９ 車道

15  ㈱杉建 506-0054  岡本町１丁目９８－８ 杉本　敏  ３４－４４００ 車道

16  大昌建設㈱ 506-0001  冬頭町７２９－１ 平林 則夫  ３３－９７８５ 車道

17  貴工業 506-0802  松之木町３２３－１９ 大下 貴幸  ３５－０２３７

18  ㈲高原建機 506-0005  七日町１丁目６０－１１ 高原 武夫  ３３－１７６７ 車道

19  東成土木㈱ 506-0825  石浦町３丁目５０１ 東　俊明  ３５－２４６２

20  ㈲中山造園 506-0053  昭和町２丁目１２３－４ 荒木 賢二  ３３－８９８７

21  西田司園 506-0001  冬頭町２６４ 西田 光保  ３３－０２６３

22  庭師田島 506-0003  本母町２８－８ 田島　亮  ３４－６５５７

23  ㈱平野重機 506-0802  松之木町９２４－１ 平野 久司  ３４－８００４ 車道

24  ㈲広田土木 506-0052  下岡本町１７８０ 廣田 勇次  ３４－２２７３

25  ㈱房村組 高山営業所 506-0058  山田町２４９－４ 小山 文男  ３６－３６０８ 車道

26  古橋庭苑 506-0009  花岡町３丁目５５ 古橋 亮一  ３４－２０２０

27  ㈲丸勇建設 506-0818  江名子町３２１４－５ 緑川 寿夫  ３４－６３８２ 車道

28  三福塗装 506-0807  三福寺町４４１－４ 鍛冶田 弘幸 080-5126-5649

29  宮本塗装 506-0058  山田町７８１－１３３ 宮本 正幸  ３４－３１７４

30  山下技装㈱ 506-0032  千島町１０７４-３ 山下 博之  ３４－５３４３

31  ㈲柚原庭園 506-0054  岡本町４丁目４５－６ 柚原 崇伸  ３２－５１６１

丹生川 1  ㈱タナカ技建 506-2134  丹生川町桐山８００－２ 田中 直樹  ７８－１２９７ 車道

清見 1  ㈲橋詰設備 506-0102  清見町三日町６４３ 橋詰 哲也  ６８－２１０９ 車道

一之宮 1  一之宮工業㈲ 509-3505  一之宮町１０３０－２ 山下 晴永  ５３－２９１０ 車道

久々野 1  ㈲タニモト 509-3214  久々野町無数河１２４９－１ 谷本 富一  ５２－２５３０ 車道

朝日 1  ㈱アクト 509-3325  朝日町万石２４０ 中島 喬也  ５５－３３８１ 車道・凍結防止

1  川端土建㈱ 509-4112  国府町鶴巣７０７ 川端 泰弘  ７２－３３５８

2  山本機械工業 509-4105  国府町蓑輪２３９ 山本 啓一  ７２－３７９７

1  宝興建設㈱ 506-1313  上宝町在家１５３８ 上北 一久  0578-86-2150 車道・凍結防止

2  ㈲下仲組 506-1317  上宝町本郷２６０２ 下仲 真幸  0578-86-2047 車道
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